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労働者派遣法 23 条５項の定めに従い、当事業所における労働者派遣事業に係る情報を以下のとおりお知ら

せいたします。 

 

労働者派遣事業運営に関する情報 

【１】 派遣料金等の明示 

派遣労働者数 4 人 

派遣先数 3 社 

マージン率 
31.4％ 

マージン率＝労働者派遣の料金－派遣労働者の賃金)÷労働者派遣の料金 

派遣料金平均金額 19,400 円 

派遣労働者賃金平均額 13,390 円 

※マージンには、社会保険、福利厚生費、教育研修費、営業利益などが含まれています。 

 

【２】 教育訓練に関する事項（主たる教育訓練） 

ビジネスマナー 

情報セキュリティ・コンプライアンス 

資格取得支援 

 

【３】その他 

◆労使協定締結の有無：有 

 対象派遣労働者の範囲：無期雇用派遣労働者 

 協定の有効期間終期：令和６年３月３１日 

 


